
 

 

 

滞在先市町村における不在者投票 

● 不在者投票ができる期間は  

選挙期日の告示（公示）の翌日

から投票日の前日までです。 

 

● 不在者投票ができる時間・場

所は滞在先市町村にご確認くだ

さい。 

 

【注意事項】 

・ 不在者投票証明書が入った封

筒は、絶対に開けないでくださ

い。開封すると投票できなくな

ります。 

・ 不在者投票は、期間に余裕を

持って投票してください。 

不在者投票手続きの流れ 

※ 投票用紙の請求は、「宣誓書兼請求書」の提出が必要となります。山元町選挙管理委員会に請求いただくか、山元町ホームページか

らダウンロードしてください。 
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❶「宣誓書兼請求書」

を山元町選挙管理

委員会に提出 

❷審査後、「投票用

紙」「不在者投票

封筒」「不在者投

票証明書」を郵送 

❸速やかに郵送され

た書類一式を持参

し、滞在地の市区町

村選挙管理委員会

に行き、投票する 

❹投票をした選挙管理委員会から

山元町選挙管理委員会に投票用

紙などを送付 


